
電気・ガス・水道料金などの
精算について

鍵の返還について

退去までに、共益費及び電気・ガス・水道の使
用料を精算してください。

◎鍵は退去日までに必ず担当のセンターに、入居
時にお渡しした鍵を全て返還してください。
　万一、鍵の返還が遅れますと、実際に鍵を返
還された日まで家賃等を請求させていただ
くことになります。
◎鍵を紛失されている場合や合鍵を含んでいる
場合は、鍵及びシリンダー錠の交換費用をご
負担いただきます。

不要物の処分について
◎不要となった自転車・バイクは退去前に必ず
処分してください。
◎共用廊下等にある私物は処分してください。
◎インターネットを利用された場合、配線の撤去
をしていただきますが、事業者によっては時間
がかかる場合がありますのでお早めに手続を
お願いします。

駐車場の解約について
駐車場を解約される場合は、15日前までに「解
約届」を担当のセンターに提出してください。
前述の期間をおかずに「解約届」を提出した時は、
解約届提出の翌日から起算して15日後が解約
日となります。

敷金（住宅）及び保証金　
（駐車場）の精算について
◎敷金は、日割家賃・退去跡補修費等と相殺し
精算します。

　保証金は、駐車場の日割使用料等と相殺し精
算します。

　また、お客様の申し出により、敷金と保証金を
合算し、精算することができます。（住宅の退
去日と駐車場の解約日が同日付の場合等の
条件があります。）

◎敷金及び保証金は、速やかに精算事務を行い
ますが、精算には、1～2ヶ月を要しますので
ご了承ください。
　なお、この間に住所や電話番号等変更があっ
た場合は、担当のセンターまで連絡してくださ
い。

◎返還金がある場合は「住宅退去（解約）届」及
び「解約届」記載の指定口座に振り込みします。
　なお、不足額が生じた場合は「住宅退去（解
約）届」及び「解約届」記載の指定口座から振
替、または振込納付書を発送しますのですみ
やかにお支払いください。
※公社団地の家賃支払い（口座引落の方）は当月
分を当月28日（2月のみ26日）払いです。

※精算書記載の敷金額が契約書記載と異なる場
合がありますが、家賃改定に伴う敷金額減額時
に差額をそのつど口座へ返金したためです。

◎解約月の家賃等については、月の途中であっ
ても、一旦解約月1ヶ月分の家賃等を振替し、
後日精算します。なお、機関保証会社の事務
手数料は日割とはなりません。

◎退去跡補修費等については、解約月の1～
2ヶ月後に補修費等に事務手数料を加算のう
え振替いたします。（振替日については、状況
により多少前後する場合があります。）
※詳しくは、ご契約の機関保証会社にお問い合
わせください。

　機関保証制度をご利用の場合

8
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補修費などの
負担区分表

　�この負担区分表は、賃貸借契約書に記載の補修費の負担区分を表わ
したものです。

　�皆さまにお住みいただいている住宅およびそれに関連する施設の
中で修繕などの必要が生じた場合、その費用をだれが負担するかを
定めています。

　�補修部位の説明図（図A〜図 F参照）を設けておりますので修繕
申込みの際は負担区分表をご確認ください。

①�住宅および屋外施設の修繕などには、入居者の負担で行っていただくものと、
公社の負担で行うものとに区分されています。
②�入居者の負担で行う修繕の中には、自己負担のものと共同負担（共益費等）し
ていただくものがあります。
③�公社で行う修繕などは、日常発生する一般修繕と、そのほか団地ごとにまとめ
て改修などを行う修繕（計画修繕）とに区分し、実施しています。
　※�ただし当初の設計性能を超えたご要望などについては、修繕の対象にはな
りません。

④�負担区分表に基づき、公社負担となる修繕は、補修申請書に所要事項（具体的
にわかりやすく書いてください）を記入し担当のセンターに提出してください。
　※�負担区分表に基づき、入居者が負担するものについては、自由に業者を選定
していただいて結構です。なお業者の斡旋が必要な場合は担当のセンター
にご相談ください。

⑤入居（契約日）後３ヶ月以内に修繕が必要となった場合は公社負担とします。
⑥�負担区分が公社負担である場合でも、入居者の責となる故意または過失によ
る場合の修繕は、すべて入居者負担となります。
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修繕用語の説明

り

き の う ふ の う

だつ

かん

ろう

だん

さ どうふりょう

かいへいふりょう

はいすいふりょう

ぜつえんふりょう

とくせいふりょう

せじょうふりょう

せっしょくふりょう

さどうちょうせい

ふん

めっ

そん

は

お

ふ

ふ

ま

つ

そん

そん

しつ

しつ

もう

らく

しょく

りく

ぼつ

すい も

せん

そこ

もう

破　　損 …… こわれていたむこと。また、こわしていためること

汚　　損 …… よごれていること。またはよごして傷つけること

は く 離 …… はがれて離れること

紛　　失 …… ものをなくすこと

滅　　失 …… ものがなくなること

損　　耗 …… 使ってへること

腐　　食 …… くさって形がくずれること。また、くさって機能不能となること

作動不良 …… 動きがよい状態でないこと

作動調整 …… 動きを整えて正しい状態にもどすこと

脱　　落 …… 抜けおちること

開閉不良 …… 開け閉めしにくい状態

施錠不良 …… 錠に鍵をかけにくい状態

不　　陸 …… 水平でないこと

た わ み …… 弱り曲がること

機能不能 …… 本来の機能を失う状態

陥　　没 …… 落ちこむこと

磨　　耗 …… すりへること

漏　　水 …… 水が漏れること

詰 ま り …… ものが詰まること

排水不良 …… 排水が十分行なわれないこと

絶縁不良 …… 電気の伝導をたつ目的が損なわれること

断　　線 …… 電線等が切れて通じなくなること

特性不良 …… そのものだけが持つ性質がなくなること

接触不良 …… 通電するための機器が十分機能しないこと
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図 A

図 B

⑮鴨居
⑤引掛ローゼット

⑫安全ブレーカー

⑦ドアクローザー

⑪ドアスコープ（のぞき窓）

⑥玄関ドア本体

⑧郵便受箱

①モルタル・Ｐタイル貼り・
　塩ビシート貼り

⑬木製巾木

⑧（天井）モルタル塗りの上吹付け

⑩戸当り

⑰引掛ローゼット

⑪鴨居

⑫柱

⑬襖
⑦小窓用留め金物

④サッシ本体

⑱畳寄せ

根太

③畳下地板

⑨（天井）
　化粧合板張り・プラスター塗り
　パーライト等吹付け

⑥表札差し（木板を含む）

⑪押ボタン

④ドアチェーン

⑦牛乳受箱

モルタル巾木

②板張り・特殊パネル板
　またはＰタイル貼り・塩ビシート貼り

⑩ ドアチェーン

⑨錠前

⑯造付け下駄箱

⑨（壁）モルタル塗り吹付け

⑧（壁）
　モルタル塗り・プラスター塗り
　クロス貼り・化粧合板張り

①丁番
②のぞき窓

⑤錠前

③郵便受口

踊場床モルタル塗り

天井廻り縁

⑩付鴨居
⑭クーラー用スリーブ（キャップ）

⑮テレビ用接続端子

⑤クレセント
⑥ビード

⑯コンセント

①畳表
②畳床

⑭敷居

④ （壁）
　プラスター塗り・クロス貼り
　または化粧合板張り

③（天井）プラスター塗り・クロス貼り
　　　　またはパーライト等吹付

図 C

補修部位の説明
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図 F

図 E

②ラッチ

③トラップおよび目皿

②防水パン

取手

⑩アームストッパー

④吊戸棚　
食器戸棚

⑬調理用照明器具
⑫スイッチまたは

コンセント

⑪水栓器具

②流し台

①板張り・特殊パネル板　　　　
　またはＰタイル貼り・塩ビシート貼り

④水栓器具

⑫電球器具

巾木

⑨止水栓

⑦トラップ

⑤洗面器・手洗器

⑥洗面器用水栓器具

⑧メデシングキャビネット

⑨引掛ローゼット

⑤換気用フード
⑥換気扇
換気扇取付枠

⑦水切棚
⑧タイル貼り

⑩ガス栓
③コンロ台

⑭下部戸棚

巾木

戸当り

⑩ペーパーホルダー

⑤錠前または取手

⑧便座シート

⑪便所床モルタル

丁番

①内倒しヒンジ

①板張り・特殊パネル板
　またはＰタイル貼り・塩ビシート貼り

③締りハンドル

⑥ロータンク

⑨洗浄管（スパット）

⑦洋便器

図 D
補修部位の説明

●建　築

項　　　　目 内　　　　容 備　　　　考

1． 建物専有部分
図番号 項　　　　目 内　　　　容 備　　　　考図番号

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

公社が設置した、網戸の作動不良は公社
負担

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良は公社負担

故意又は過失による場合は入居者負担
浴室のみアルミ製に取替

故意又は過失による場合は入居者負担

作動不良は公社負担

ドア本体･丁番

錠前・取手

ドアスコープ(のぞき窓)

郵便受箱

ドアクローザー

アームストッパー

ドアチェーン・ドアガード

戸当り

サッシ本体

クレセント・ラッチ・締りハンドル・
小窓用留め金物・引手・取手

網　戸

ビード・パテ

戸車・吊戸車

小窓内倒しヒンジ

ドア本体・丁番・浴室折戸

錠前･取手・引手･ラッチ

アームストッパー

戸当り

開き戸・引き戸

開き戸・引き戸（ラッピング仕様）

襖

障子

襖紙･障子紙

引手・取手

戸車･レール･丁番

錠前･ラッチ

ドアストッパー

開閉不良・腐食

破損・紛失

目隠し蓋の破損・ガラス破損・
ドアスコープの脱落

受箱の外れ・投入口蓋の破損

作動調整・破損

破　損

破　損

戸当りゴム損耗・脱落・破損

開閉不良・腐食

施錠不良・破損

破損･紛失・張替

ゆるみ･はく離
（経年劣化は公社負担）

損耗･作動不良

破　損

開閉不良・腐食

破　損

破　損

戸当りゴム損耗・脱落・破損

腐　食

破　損

腐　食

破　損

破　損

破　損

破れ・汚損

破損･紛失

折れ･曲り･破損

破　損

破　損

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

負 担 区 分
入居者 公 社

玄

関

ド

ア

窓

サ
ッ
シ

金
属
製
ド
ア

木

製

扉

①

建

具

関

係

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

ひび割れ1.5㎜以上

ひび割れ1.5㎜未満

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担

故意又は過失による場合は入居者負担
ひび割れ1.5㎜以上

ひび割れ1.5㎜未満

畳下地板

畳　床

畳表・縁

畳寄せ

敷　居

板張り

板張り・特殊パネル板

Ｐタイル・塩ビシート

巾　木

敷　居

板張り・特殊パネル板

モルタル塗り・
モザイクタイル貼り・人造研出し

スノコ（木製）

スノコ（FRP製）

玄関土間・便所土間・
バルコニー土間

下地板割れ・桟折れ

腐　食

汚損･破れ・きず

はく離・腐食

溝磨耗による建具の開閉調整

反り･割れ・腐食

汚損・きず

反り・割れ・腐食

汚損・きず

汚損・はがれ・割れ

はく離・腐食

溝磨耗による建具の開閉調整

反り・割れ・腐食

汚損・きず

ひび割れ・はく離・漏水

軽微なひび割れ

腐食

汚損・破損

腐食

割れ

はく離・浮き・ひび割れ

軽微な浮き・軽微なひび割れ

○

○

○

○

○

○

○　　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

負 担 区 分
入居者 公 社

Ａ－6
Ｂ－1
Ａ－9
Ｂ－5
Ａ－11
Ｂ－2
Ａ－8
Ｂ－3

Ａ－7

Ａ－7に
準ずる
Ａ－10
Ｂ－4

Ｂ－10

Ｃ－4

Ｃ－5
Ｃ－7
Ｆ－2
Ｆ－3

Ｃ－6

Ｆ－1

Ｅ－10

Ｂ－10

Ｃ－13

Ｆ－5

Ｃ－3

Ｃ－2

Ｃ－1

Ｃ－18

Ａ－14

Ａ－2

Ａ－2

Ａ－13 　　　　

Ａ－14

Ｄ－1
Ｅ－1

Ａ－1
Ｆ－11

②

床

関

係

和

室

廻

り

洋

室

廻

り

浴

室

そ
の
他

台
所
・

洗
面
所


